
 

 

 

第１６回 京都市元離宮二条城保存整備委員会 

 

次  第 

開 会 

 

京都市挨拶 

 

１ 報告 

 (１) 平成 29年度建造物部会における審議について・・・・・・・・・・・・・・1頁 

 

 (２) 平成 29年度障壁画部会における審議について・・・・・・・・・・・・・・3頁 

 

 (３) 平成 29年度記念物部会における審議について・・・・・・・・・・・・・・・6頁 

 

 

２ 議題 

  平成 30年度の取組及び各部会への付託について・・・・・・・・・・・・・・・8頁  

 

 

３ その他  

二条城の魅力発信と未来へ継承するための事業について・・・・・・・・・・・15頁 

運営の変更等について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17頁  

 

 

 閉 会 

 

 

 

 

 

日時:平成３０年３月２６日（月） 午前１０時～１２時（予定） 

場 所:ＡＮＡクラウンプラザホテル京都 朱雀の間 
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(１) 平成２９年度建造物部会における審議について 
 

１ 開催日時及び場所 

 

  平成２９年９月４日（月）１３時３０分～１４時５０分 

  二条城大休憩所レクチャールーム 
 
２ 出席者 
 

  委        員：斎藤英俊 部会長（京都女子大学教授） 

         甲津功夫 委員（大阪大学名誉教授） 
         八尾眞太郎 委員（関西大学名誉教授） 
  オブザーバー：文化庁文化財部参事官付（建造物担当）田中調査官 
         京都府文化財保護課 小宮副課長（建造物担当） 
  事   務   局：北村所長，西村プロデューサー，横山副所長，久野課長， 
         後藤担当課長，他 

 

３ 当日の議事 

 
  報告(1) 本丸御殿保存修理工事等について 

  報告(2) 東大手門保存修理工事の完了について 1 

  報告(3) 番所保存修理工事の完了等について 
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４ 指摘事項等 

 

議題・報告 参照 指摘事項等 

報告(1) 本丸御殿保存修理工事等について 

 今年度より，本丸御殿 4棟のうち台所及び

雁之間の修理工事，及び障壁画修理に着手す

ること，当部会を本丸御殿の修理委員会と位

置付けることを報告。 

別冊 

(1)-1 

 

 

・本丸御殿 4棟の耐震補強案について 

 

 

・本丸御殿の公開活用計画案について 

  ⇒２議題 で説明 

 ・玄関，御書院，御常御殿の 3棟
の補強案は，平成 31年度に再検
討してほしい。（斎藤部会長） 

 

報告(2) 東大手門保存修理工事の完了について 

 国庫補助事業として平成 26 年 9 月～平成

29年 3月に実施した修理工事の完了報告。 

別冊 

(1)-2 

 

・多門塀の空地の雨水対策について 

 

 ・石垣の裏込の土砂が洗い流され
ないか，今後，排水の状況を観
察すること｡（斎藤部会長） 

 

報告(3) 番所保存修理工事の完了について 

 史跡整備の補助事業として平成 27年 12月
～平成 29年 6月に実施した修理工事の完了
報告。 

別冊 

(1)-3 

 

・建物自体は改造が激しく，建造

物指定が見送られた経緯があ

る。今回の修理で検証すれば相

応の評価をする。（文化庁） 
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(２) 平成２９年度障壁画部会における審議について 
  

１ 開催日時及び場所 

 

  平成３０年３月１２日（月）１０時～１１時３０分 

  二条城大休憩所レクチャールーム 

 

２ 出席者 

 

委        員：村上 隆 部会長（京都美術工芸大学副学長） 

小嵜善通 委員（成安造形大学教授） 

山本英男 委員（京都国立博物館学芸部長） 

オブザーバー：文化庁文化財部美術学芸課 朝賀主任調査官 

       京都府文化財保護課 岸岡副課長（管理調査担当） 

       京都府文化財保護課 中野技師（美術工芸品担当） 

事   務   局：北村所長，西村プロデューサー，横山副所長，久野課長 

       後藤担当課長，他 

 

３ 当日の議事 

 
  議題(1) 第3次障壁画保存修理事業について  

  報告(1) 障壁画模写事業について（模写制作・はめかえ） 

  報告(2)「展示・収蔵館」平成29年度展示事業について1 

  報告(3) 障壁画の貸出について 

  報告(4) 杉戸の修理計画について 

  報告(5) 修理対象障壁画からの発見について 

  報告(6) 本丸御殿障壁画修理について 

  報告(7) 二条城の活用について 
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４ 指摘事項等 

 

議題・報告 参照 指摘事項等 

議題(1) 第 3 次障壁画保存修理事業について 

 今年度の実績と平成 30年度の計画を提示。 

別冊 

(2)-1 

・来年度計画に問題はなし。 

この計画で進めてほしい。

（村上部会長） 

 

報告(1) 障壁画模写事業について（模写制作･はめかえ） 

 今年度の実績と平成 30年度の予定を報告。 

別冊 

(2)-2 

・白書院等，人の手に触れや

すい環境に模写画を展示す

る場合は，防護措置を強化

してほしい。（小嵜委員） 

 

報告(2) 「展示・収蔵館」平成 29 年度展示事業について 

 4期の開催内容と入館者数等を報告。 

別冊 

(2)-3 

・運営体制等の強化を考えて

いるならば，原画のよさを

より多くの観光客に知って

もらえるとよい。  

（村上部会長） 

 

報告(3) 障壁画の貸出について 

 今年度の実績 2件，来年度の予定 3件を報告。 

別冊 

(2)-4 

・活用の気運が高まっている

が，所有者や保存修理の負

担にならないよう，貸出は

慎重に進めてほしい。 

 （文化庁） 

・模写画を嵌めていること自

体が活用。模写画を建物か

ら外してまで貸し出す必要

はない。（村上部会長） 

報告(4) 杉戸の修理計画について 

 現状と修理方法，今後の予定と課題を報告。 

別冊 

(2)-5 

 

報告(5) 修理対象障壁画からの発見について 

 遠侍で発見された墨書と転用建具を報告。 

 

別冊 

(2)-6 

・学術的情報は，報告書等に

明記しておくこと。（村上部

会長） 

 

報告(6) 本丸御殿障壁画修理について 

 5箇年で実施する対象障壁画と修理内容の説明。 

 

別冊 

(2)-7 

・修理内容のランク分けの基

準が，妥当なものであるこ

とを確認した。（京都府） 
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報告(7) 二条城の活用について 

 二の丸御殿大広間の透明雨戸開閉による障壁画

への影響について，環境調査の結果を報告。 

 

別冊 

(2)-8 

・連日開放した後の回復度合

いも調べる必要がある。 

 （文化庁） 

・常時開放を検討する基礎資

料として，データを積み重

ねてほしい。（文化庁） 

・短期のデータだが，将来的

な開閉の判断材料となる。 

寒暖の差は劣化の原因とも

なるし，開放は気候が安定

している時期に行ってほし

い。（村上部会長） 
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(３) 平成２９年度記念物部会における審議について 
 

【第１回記念物部会】 

１ 開催日時及び場所 

  平成２９年９月１日（金）１３時２５分～１４時５０分 

  二条城大休憩所レクチャールーム 

２ 出席者 

  委        員：尼﨑博正 部会長（京都造形芸術大学教授） 

小野健吉 委員（和歌山大学教授） 

鋤柄俊夫 委員（同志社大学教授） 

オブザーバー：文化庁文化財部記念物課 浅野文化財調査官 

       京都府文化財保護課 藤井主査（記念物担当） 

事   務   局：北村所長，西村プロデューサー，横山副所長，久野課長， 

梅林担当課長，後藤担当課長，他 

３ 当日の議事 

  議題及び報告(1) 東側空間整備事業について 

  議題及び報告(2) 石垣応急処置及び石垣調査について 1 

  報告(1) 史跡二条離宮（二条城）保存活用計画に伴う歴史調査について 

  報告(2) 番所保存修理工事の完了等について 

 

【第２回記念物部会】 

１ 開催日時及び場所 

  平成３０年２月２２日（木）９時３０分～１１時１５分 

  二条城大休憩所レクチャールーム 

２ 出席者 

  委        員：尼﨑博正 部会長（京都造形芸術大学教授） 

小野健吉 委員（和歌山大学教授） 

鋤柄俊夫 委員（同志社大学教授） 

オブザーバー：京都府文化財保護課 藤井主査（記念物担当） 

事   務   局：北村所長，西村プロデューサー，横山副所長，久野課長， 

梅林担当課長，後藤担当課長，他 

３ 当日の議事 

  報告(1) 史跡等保存活用計画に伴う歴史調査について 

  報告(2) 石垣応急処置及び石垣調査について 

  報告(3) 番所の活用及び仮設総合案内所について ⇒ ２議題 で説明 

  報告(4) 東側空間整備事業について 

  報告(5) 二条城の活用について         ⇒ ３その他 で説明 

  報告(6) 運営の変更等及び平成３０年度予算(案)の概要について ⇒ ３その他 で説明 
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４ 指摘事項等 

 

議題・報告 参照 指摘事項等 

報告(1) 史跡等保存活用計画に伴う歴史調査 

 歴史調査の進捗と平成 30年度から 2ヵ

年で策定する計画の趣旨及び体制を報

告。 

別冊 

 (3)-1 

 

・近代の調査項目に古写真も加え

てほしい。近世の調査項目には

可能な限り，洛中洛外図等の絵

図資料も集めるとよい。（鋤柄

委員） 

・保存活用計画策定のための調査

とは別に，歴史調査は継続が大

切で活用にも有益である。将来

的に博物館・学芸的な部門の設

置等を検討してほしい。（鋤柄

委員） 

 

報告(2) 石垣応急処置及び石垣調査について 

 

別冊 

(3)-2 

別添 1 

 

・防護ネット以外に，モニタリン

グで動きを確認できたらいい。

（小野委員） 

 

報告(4) 東側空間整備事業について 

・ガイダンス看板について 

 

 

 

 

 

・二条城北西角石垣モニタリング調査 

 測量ポイントの設置状況，経過及びそ

の精度を確認するための措置（鋤柄委員

からの御提案）等を説明。 

 

 

別冊 

(3)-3 

別添 2 

 

 

・刻印石等は，一般の方の関心も

高い。調査がまとまっているの

ならば，出版等も検討したらど

うか。（鋤柄委員） 

・英訳が難しいものもある。今後

検討してほしい。（小野委員） 

 

・トータルステーションの確認基

準点に細い杭を使っているが，

長期観測を念頭に置くなら充

分な対策が必要。（尼﨑部会

長・鋤柄委員） 

・変異がみられる第 1，第 7地点

は，誤差の可能性を含めて原因

を考えてほしい。三次元レーザ

ー，ゲージ等を使って点検する

方法もある。（鋤柄委員） 
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平成３０年度の取組及び各部会への付託について 
 

 平成 30 年度に保存整備委員会で協議を予定する事項は，以下のとおりとし，各部会に付

託する。 

 

(１) 本丸御殿保存修理工事について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

    →建造物部会へ付託 

9頁 資料 1 

(２) 本丸御殿公開計画策定業務について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

    →建造物部会へ付託 

10頁 資料 2 

(３) 第３次障壁画保存修理事業計画について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

    →障壁画部会へ付託 

11頁 資料 3 

(４) 二条城史跡等保存活用計画策定について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

    →記念物部会へ付託 

12頁 資料 4  

(５) 番所の活用及び仮設総合案内所について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

    →記念物部会へ付託 

13頁 資料 5 

(６) 二条城の魅力発信に係る整備について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

    →記念物部会へ付託 

14頁 資料 6 

議 題 
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(1) 本丸御殿保存修理工事について 
 

１ 事業の概要 

 重要文化財(建造物)二条城本丸御殿玄関，御書院，御常御殿，台所及び雁之間の４棟につ

いて，平成 29～33 年度を工期として，破損木材の取替えや屋根瓦の葺替え，壁の塗り替え

等の工事を行う。併せて，平成 21～22 年度に実施した耐震調査の成果を踏まえ，柱間に耐

震壁，小屋裏に水平筋違を設置するなどの補強を行う。 

 平成 30 年度は，第 2 期工事の 2 年目として，本丸御殿台所及び雁之間の修理（2 箇年計

画の 2年目）や本丸御殿障壁画の修理（5箇年計画の 2年目）を引き続き進める。また，11

月からは本丸御殿玄関，御書院，御常御殿 3棟の工事を実施する予定である。 

 

（１）工期 

全体：平成 29年 8月～平成 34年 3月（56箇月） 

    ・本丸御殿台所及び雁之間：平成 29年 8月～平成 30年 10月（15箇月） 

    ・本丸御殿玄関，御書院，御常御殿：平成 30年 11月～平成 34年 3月（41箇月） 

    ・本丸御殿障壁画（4棟分）：平成 29年 8月～平成 34年 3月（56箇月） 

（２）工事内容 

   仮設工事，基礎工事，木工事，構造補強工事，屋根工事，左官工事，建具工事，金具

工事，塗装工事，障壁画修理，雑工事 

 
 

 

 

 

 

資料 １ 

 

 

 

 

万能鋼板設置 

台所・雁之間 
仮設足場 
平成 29-30 

玄関仮設足場 
平成 30-33 

御常御殿仮設足場 
平成 30-33 

御書院仮設足場 
平成 30-33 

Ｎ 

本丸御殿保存修理工事仮設計画 

台所  

御常御殿 

 

 

御書院 

玄 

関 

雁之間  
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(2) 本丸御殿公開計画策定業務について 
 
（１）概要 

   本丸御殿工事完了後の御殿公開に向け，バリアフリーの検討や防犯カメラの設置を含めた公

開計画と，必要な諸設備の検討を行う。 

   平成２８年度に策定した元離宮二条城国宝・重要文化財（建造物）等保存活用計画に沿った

内容とする。 

（２）計画の項目 

ア 公開方法 

  （ア）基本事項 

      ・安全かつ快適な観覧環境の確保（バリアフリー） 

      ・誰にとっても分かりやすい案内設備及び案内業務の運営体制の充実 

  （イ）一般公開 

  （ウ）限定公開 

イ 公開以外の活用 

  （ア）イベント等での活用 

  （イ）運営に必要な機能としての活用 

     改札，待合室（兼ガイダンスルーム），スタッフルーム，運営に必要な物品の置 

    場所，警備員室 

ウ 整備の内容 

  （ア）内部 

     養生，空調，什器，電気（照明，コンセント），防犯カメラ，配線（照明用配線，コンセ

ント用配線，防犯カメラ用配線） 

  （イ）外部 

     トイレ，下水管，上水管，電気埋設，防犯カメラ 

（３）スケジュール 

   平成３３年度に保存修理工事，公開のための工事が完了次第，公開を開始する。 

 
 

資料 ２ 

本丸御殿 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 

保存修理工事 
台所及び雁之間 － － － 

－ 玄関，御書院，御常御殿 

公開のための工事 公開計画 基本設計 実施設計 整備 
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(3) 第 3次障壁画保存修理事業について 
 

  第 3次障壁画保存修理事業の 3年度目として，平成 30年度は本格修理 21面と応急修理 41面を

実施する。 

 

  

 

  

 

 

資料 ３ 

棟 部 屋 形状 面数 小計 計 棟 部 屋 形状 面数 小計 計

黒 書 院 牡丹之間 戸襖 8 8 四之間 長押上貼付 7

三之間 襖 4 長押上貼付 4

襖 4 天井画 5

長押上貼付 1 勅使之間（上段） 貼付 1

四之間 襖 4 勅使之間（下段） 貼付 1

五之間 襖 4 大 広 間 一之間 帳台構下蹴込 1 1

黒 書 院 牡丹之間 戸襖 6 6 遠 侍 五之間 天井画 12 12 12

帳台之間 帳台構襖 4

帳台構襖 4

長押上貼付 2

貼付 4

長押上貼付 4

一之間 襖 4 一之間 障子腰貼付 15

勅使之間（下段） 襖 4 二之間 障子腰貼付 9

帳台之間 貼付 4 四之間 障子腰貼付 10

大床貼付 1 五之間 天井画 7 7

大床袖壁貼付 2

違棚貼付 1

違棚袖壁貼付 4

長押上貼付 1

二之間 襖 4

三之間 襖 4

五之間 貼付 3

芙蓉之間 貼付 4

勅使之間（上段） 違棚上天袋小襖 8

貼付 2

長押上貼付 2

戸襖 6

長押上貼付 3

一之間 襖 4

二之間 襖 4

114 72

19
大 広 間 9

五之間

応　急　修　理

1
年
目

H28 25

年 年度
本　格　修　理

2
年
目

Ｈ29

Ｈ30 遠 侍 21 21

24

18

勅使之間（下段）

勅使之間（上段）

遠 侍

四之間

合  計

遠 侍 8

18遠 侍

遠 侍

41

勅使之間（上段）

4
年
目

Ｈ31

大 広 間 8

23

遠 侍

3
年
目

8

5
年
目

Ｈ32 21

遠侍

34

大広間

三之間

13

四之間

15
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(4) 二条城史跡等保存活用計画策定について 
 

１ 事業の概要 

  平成 29・30 年度の歴史調査に引き続き，歴史調査で得られた成果を基礎資料としなが

ら，二条城の本質的価値を明らかにし，それに基づいた今後の保存管理，整備，公開活用

等の計画をまとめた「二条城史跡等保存活用計画」を，国の補助事業として平成 30・31

年度にわたって策定する。 

 

２ 事業体制 

  二条城保存整備委員会記念物部会の下にワーキンググループとして位置付け，記念物部

会より委員 3 名，外部より委員 3 名の計 6 名で構成し，コンサルタントによる計画案に

対し指導・助言を行い，年 4 回会合を開き，2 箇年にわたって策定する。 

  

  元離宮二条城史跡等保存活用計画検討ワーキンググループ名簿（案） 

No 氏名 役職等 学識分野 

１ 小野 健吉 和歌山大学教授，「記念物部会」委員 庭園史 

２ 鋤柄 俊夫 同志社大学教授，「記念物部会」委員 日本考古・文化史 

３ 藤井 譲治 京都大学名誉教授，「記念物部会」委員 日本史 

４ 大島 祥子 
「二条城の価値を活かし未来を創造する会」元委員 

スーク創生事務所代表  
建築設計・都市計画 

５ 濱崎 加奈子 
「二条城の価値を活かし未来を創造する会」元委員 

有斐斎弘道館館長 
芸能文化 

６ 増渕 徹 京都橘大学教授 文化財保護行政史 

 

３ スケジュール 

平成 29・30 年度で歴史調査，平成 30・31 年度で計画を策定する。 

 

 

 

 

 

 

 

資料 ４ 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

歴史調査 ― 

―   計画策定 
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(5) 番所の活用及び仮設総合案内所について 

 

１ 番所の活用について 

 （１）活用の考え方 

 将来の重要文化財指定を見据えつつ，大幅な改変をすることなく必要な耐震補強を

行い，ガイダンス施設として活用する。 

 （２）平成２９年度の取組 

    耐震診断実施 

 （３）今後の取組 

平成３０年度 耐震補強工事及び設備工事に係る実施設計 

平成３１年度 工事実施（完了後，供用開始） 

２ 総合案内所について 

・現在の総合案内所は，仮設工作物として市許可（平成３１年３月９日まで）で設置し

ている。 

・総合案内所は，来城者を迎える機能としては必要なものであり，その常設について，

史跡等保存活用計画を策定する中で検討する。 

・このため，計画の策定期間及び常設設置までの期間（平成３１年３月１０日より３年

間）は，国許可の現状変更で現在の仮設案内所を存続させる（文化庁協議済み）。 

 

 各部会での意見 

建造物部会 

・番所の活用方法について 

  

 

 

 

 

記念物部会 

・番所の活用方法について 

 

 

 

 

 

・仮設総合案内所について 

  

 

・修理で簡単な構造計算はされており，極端に大きな

補強をする必要はない。（甲津委員） 

・建造物として重要文化財にすべきと考えており，活

用のためとはいえ，大規模な補強とならないよう検

討してほしい。（斎藤部会長） 

 

・整備は，重要文化財指定と矛盾しないように進めて

ほしい。役割は，史跡等保存活用計画策定のなかで

検討すべき。（鋤柄委員） 

・活用案としては妥当。展示は最低限とし，建物をよ

く見てもらうのがよい。（小野委員） 

・東大手門付近の現況を整理する上で大切。今後，協

議が必要。（尼﨑部会長） 

資料 ５ 
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(6) 二条城の魅力発信に係る整備について 

 

 

１ 北西隅（苗圃）石垣のモニタリングについて 

   石垣の変異を観察するため，年４回のモニタリングを引き続き実施する。 

 

２ 本丸園路・城内通路の改修について 

・本丸庭園の園路は，路面が痩せて水溜りが生じる状態となっているので，舗装材料の

見直しを検討しながら改修する。 

・城内通路は，砂利敷きのため車椅子等の通行に支障があり，これまでも改善の意見が

寄せられていることから，通路環境の改善に向けた調査を行う。 

 

３ 城内支障木・危険木の対策について 

・国宝・重要文化財建造物周辺や防災カメラ等の支障木，危険木に関し対策を取る。 

・建物周囲や通路の雨水排水が充分でない箇所に関し対策を取る。 

 

４ サクラ等の樹木の充実について 

城内の桜は樹勢の衰えたものが多く，かつての 400 本が 300 本に減っている。今後５

箇年をかけて年９本のペースで植え替えていく。他の樹木についても，二条城の魅力向

上のため増やしていく。 

 

５ 本丸東橋高欄の取り替え 

高欄のゆるみが大きくなったため，昨年応急措置を施したが，経年破損が進んでいる

ため，一部の部材は残しつつ取り替える。 

 

６ 押小路通り南側飛び地のフェンス設置について 

南側飛び地の周囲に管理用フェンスを設置する。 

 

７ 未公開文化財建造物の活用について 

御清所や土蔵は，これまで内部公開していなかったが，二条城の魅力発信のため，御

清所では畳の表替え，土蔵では照明設備等の設置を行い，活用を図る。 

 

 

資料 ６ 
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その他１ 

二条城の魅力発信と未来へ継承するための事業について 

 現在，二条城では，国内外の人々に対し，二条城や文化財への興味や関心を高めていただく機

会を提供し，世界遺産であり，国宝・重要文化財を有する二条城の文化財としての価値を共有し

ていただくことを目的に，様々な事業を実施しています。事業を通じ，二条城を後世まで保存・

継承するために，市民や観光客の皆様から御理解を得るとともに，管理・運営及び本格修理に係

る費用の確保を図っています。これらの取組により，入城者が約４２万人増えるとともに，約 

９，０００万円の増収となっています。 

１ 二条城の本質的価値を伝える事業 

実施日 事業名 場所 

4月 1日 
～9月 30日 

・東大手門修復完成記念特別公開 
・解説会（13回実施） 

東大手門 

4月 1日 
～4月 29日 

そうだ京都行こう オリジナルイベント 
(大広間四の間特別公開他） 

二の丸御殿中庭 

240日間 
・第１期～第４期障壁画原画展示 
・ギャラリートーク（9回実施） 

展示収蔵館 

7月～（通年） 番所公開（解説版設置） 番所 

7月 1日 
～8月 31日 

早朝開城 城内全般 

8月 2日 
～8月 14日 

京の七夕 
（二の丸庭園ライトアップ 夜間特別公開） 

二の丸庭園，香雲亭 
清流園 

8月中 早朝開城 近隣学区住民見学会（7回実施） 城内全般 

8月 31日 
～9月 15日 

ＤＮＰ文化体験プログラム 二条城プラン 
(大広間四の間特別公開 7回実施) 

二の丸御殿 

9月 11日 出前講座 二条中学校 

9月 5日 
～12月 13日 

クラブツーリズム二条城特別入城企画 
(大広間四の間特別公開 48回実施) 

二の丸御殿 

10月 7日 
～10月 22日 

『ONE PIECE』連載 20周年記念「京都麦わら
道中記 ～もうひとつのワノ国～」 

二の丸御殿 

10月 8日 
市民デー（市民無料招待）解説会 

※障壁画，文化財建造物 
レクチャールーム 

10月 13日 
～10月 22日 

大政奉還 150周年記念ライトアップ 
（夜間特別公開） 

二の丸御殿，二の丸庭園 

10月 16日 中京区文化財観賞会 城内全般 

10月 18日 出水学区老人クラブ研修会 城内全般 

11月 16日 
12月 7日 

二条城周辺地域活性化協議会まち歩き 城内全般 

1月 16日 
1月 23日 
1月 30日 

通訳案内士講座 城内全般 

2月 1日 
～3月 2日 

冬の特別公開 
（二の丸御殿大広間障子特別開放） 

二の丸御殿 
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２ 二条城を活用した事業 

実施日 事業名 場所 

3月～6月 
10月～12月 

二条城ウエディング（43回） 香雲亭，清流園 

3月 24日 
～4月 16日 

二条城桜まつり２０１７ 
（桜ライトアップ 夜間特別公開） 

唐門，桜の園，清流園 
緑の園 

4月 9日 観桜茶会 和楽庵，香雲亭，清流園 

4月 15日 
～5月 14日 

KYOTOGRAPHIE（写真展） 台所 

4月 29日 
～5月 3日 

京の伝統と食のイベント withザ・プレミア
ム・モルツ フェスティバル 

緑の園 

5月 3日 
～5月 5日 

市民煎茶の会 清流園 

6月 17日 
～6月 18日 

銀河英雄伝説 桜の園 

7月 1日 
～8月 31日 

夏の早朝開城 朝食提供 香雲亭 

7月 1日 
～8月 31日 

夏の早朝開城 朝市 東南隅櫓前 

8月 4日 
～8月 13日 

京の水カフェ 事務所前 

8月 5日 
～8月 6日 

和楽器サミット（コンサート） 台所 

8月 19日 
～10月 15日 

東アジア現代美術展 
東南隅櫓，桜の園，台所， 
台所前庭，御清所， 

西南土蔵前，園路，内堀 

9月 2日 
～9月 3日 

東京キャラバンｉｎ京都（公演） 二の丸御殿前庭 

9月 22日 
～9月 24日 

二条城ＤＥ盆栽展 台所，台所前庭 

10月 21日 ラリーニッポン（クラシックカー走行出発式） 東南隅櫓前庭，南門前庭 

10月 25日 
～12月 11日 

アートアクアリウム城～京都・金魚の舞～ 
二の丸御殿中庭 
台所，台所前庭 

10月 28日 
11月 1日 
11月 3日 

市民大茶会 清流園 

2月 1日 
～3月 2日 

早春の二の丸御膳提供 香雲亭 

3月 3日 
～3月 4日 

KYOTO Leather Meeting2018（展示会） 台所 

3月 10日 拝啓，未来から・・（朗読劇） 台所 

3月 24日 学生アートオークション 台所 

3月 23日 
～4月 15日 

二条城桜まつり２０１８ 
（桜ライトアップ 夜間特別公開） 

唐門，桜の園，清流園 
緑の園 
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その他２ 

運営の変更等について 

 

１ 運営の変更 

⑴  休城日の変更（平成３０年４月１日から） 

 ○現行 

  １月，７月，８月，１２月の火曜日 

   （平成２９年度は，告示により二之丸御殿を除いて公開） 

  １２月２６日～３１日及び１月１日～４日 

   （平成１５年以降，告示により，１２月２６日～２８日及び１月１日～４日 

     は二之丸御殿を除いて公開） 

 ○変更後 

  １２月２９日～３１日 

  （１月，７月，８月，１２月の火曜日及び 

   １２月２６日～２８日，１月１日～３日は二之丸御殿を除いて公開 

   １月４日は，通常通り公開） 

 

⑵  入城料等の改定（平成３１年４月１日から） 

二之丸御殿観覧料を新たに定めるとともに，一般個人の区分に１年単位の入城料

等（「京都市民年間パスポート＊」）を新たに加えます。 

 現行 改定後 

区 分 単位 
入城料 

（１人につき） 
単位 

入城料 

（１人につき） 

二之丸御殿観覧料 

（１人につき） 

一般 
個人 １回 

円 

６００  
１回 

円 

６００  

円 

４００  

１年 ２，０００  

団体 １回 ５００  １回 ５００  ３００  

小学校の児童 １回 ２００  １回 ２００  

中学校及び

高等学校の

生徒並びに

高等専門学

校の学生 

１回 ３５０  １回 ３５０  

※ 市内在住又は在学の小学生，中学生，市内在住の７０歳以上の方等は無料。 

＊ 京都市民限定 

 

２ その他の平成３０年度の取組 

⑴ ホームページの刷新 

⑵ ガイドブックの作成 

⑶ ドイツ語版パンフレットの作成 

 


